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就業規則で育休制度について定めており、社員の入社時に周知している。

在宅勤務制度のほか、パートタイム向けには契約更新時に一日の労働時間や

勤務する曜日を自身の希望で決められる制度を設けている。

１社の顧客に対し、社員２～3人での担当制を採用しており、日ごろから

業務負担の分散に取り組んでいる。

10年前、社内で初めて育休を取得した人が管理職で

あったことをきっかけに、社内全体において「育休を取

得してもいい」という風潮が醸成されてきた。

社員が育休の取得を申し出た際には全て受け入れている。

管理職から育休の取得対象者となりうる社員への声掛けを実

施しているため、育休を取得しにくいといった声は聞いてい

ない。

社内の業務が比較的落ち着いた時期であれば、3か月以上の

育休取得が可能かもしれない。

つくば市 男性育児休業取得促進奨励金 事例集

変わったこと・今後について社内の雰囲気

業 種
学術研究、専門・技術
サービス業
（税理士事務所）

平 均 年 齢 41歳

事 業 所 の
従 業 員 数

25名（令和６年度）
男性８名／女性17名

育 児 休 業
取 得 者 数

3名（令和６年度）
男性2名／女性１名

平均休業日数 約１か月 申 請 年 度 令和６年度

取組内容

・顧客に対し自身が育休に入ることを予め伝えていた

ことで、早めに資料を準備してくださり心に沁みた。

・今回は第２子の誕生に合わせて育休を取得したが、

普段は見れない第１子の日中の様子も育休中に見る

ことができてよかった。

・配偶者の体調回復期に少しでも

支えになればと思い取得した。

・取得期間が繁忙期に重なってい

たこともあり1か月の育休を取

得した。

育児休業を取得した

男性従業員の

声


